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３．１ 被害情報の収集･伝達 

 

被害情報は下記のようにさまざまなルートから本部室に入った。 

・ 参集職員が参集する間に収集し、「被災情報収集カード」に記載し本部に提出するもの 

・ 地区区長、町内会長から電話等によりもたらされるもの 

・ 避難所において、職員が被災者から聞き取りしたもの 

・ 自衛隊の偵察、警察消防などの調査によるもの 

関係機関への情報伝達は、ファックス、電話により行われた。特に、石川県災害対策本部へは、

県の総合防災システムを通じて伝達された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.1 被災情報収集カード様式 

 

(出典)輪島市提供資料
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３．２ マスコミへの情報提供・共有 

 

 マスコミへの情報提供は、政府では気象庁の地震についての記者会見や、官房長官による緊急

参集チームの解散後の記者会見が地震発生から 2時間以内で開催され、関係省庁でも随時、会見

や資料配付がなされた。災害時における官邸の危機管理センターは非公開だが、内閣府の関係省

庁連絡会議は、冒頭の撮影が可能になっている。 

 一方、石川県は災害対策の会議を公開した。これは、北朝鮮のミサイル発射情報によって開催

した会議などのころからの通例で、県庁での災対本部会議では、知事が部局長に対して「もっと

柔軟な対応をしろ」などと厳しく指摘する場面まで公開された。また、28 日から輪島市役所で始

まった県が主催の県・市合同会議も公開された。 

 県・市合同会議は、衛星中継のテレビ会議システムを使って、首相官邸や霞が関の各省庁、県

庁にも中継されていた。現地で公開されていたため、内閣府の会議室でマスコミにも公開されて

いた。行政や企業の防災の実務者向けメディアである時事通信の「防災リスクマネジメントＷｅ

ｂ」では、毎日、会議の詳報を報道１）しており、パソコンの画面を見続けていられない関係省庁

の担当者や災害対策の専門家たちからは、「現場の自治体の対応状況がここまで即時的に分かっ

たことはない」などという声が聞かれた。 

 輪島市は、本庁と門前支所の災害対策本部や本部員会議は非公開(写真)だったが、定期的な情

報提供を報道控え室で行っていた。輪島市門前支所には、自衛隊出身の危機管理部門の責任者を

派遣して対応したため、情報提供なども含めた混乱は最小限で済んだという。発災直後には輪島

市役所前を中継車が占拠したが、数日後には道路をはさんだ別の駐車場への移動が行われた。ま

た、取材が輪島市に集中したこともあり、穴水町や七尾市は災害対策本部室の出入りは自由で、

本部員会議も公開していた。 

自治体から住民への直接の情報提供では、輪島市で観光案内に使われていた携帯向けサイトを

被災後に切り替えて住民向けの情報提供を行っており、被災直後はある程度、ホームページなど

でも情報提供が行われていた。 

輪島市や穴水町などの被災が激しかった地域では、コミュニティＦＭやケーブルテレビといっ

た地域密着型のメディアがなく、既存メディアが住民の生活再建支援に役立つ情報提供を継続的

に行う事例は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 3.2.1（左） 輪島市役所の災対本部出入口（3月 26 日、撮影：消防科学総合センター） 

 写真 3.2.2（中） 輪島市役所での記者会見の様子（3月 26 日、撮影：消防科学総合センター） 

 写真 3.2.3（右） 輪島市門前支所の災害対策本部入口（4月 18 日、撮影：蓮本浩介氏） 

 

（出典）1）防災リスクマネジメントＷｅｂで報道された県市合同会議の会議記録
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３．３ 地震災害対策広報の発行 

 

輪島市においては、地震後「地震災害対策広報」と名付けた広報紙が特別号も含めて 8回発行

され、市民への周知が図られた。各号の主な掲載項目は表 3.3.1 のとおりである。 

 

表 3.3.1 地震災害対策広報の主な掲載項目 

 発行日 大見出し 掲載項目 

第 1号 平成 19 年 4 月 2日 り災証明と支援策(速報) □ 市長からのメッセージ 
□ 被害状況 
□ 経過報告 
□ 地震被災後の建築物の判定（応

急危険度判定とり災証明のた
めの被災家屋の被害程度調査
との違い・便乗詐欺への注意）

□ り災証明発行までの流れ 
□ 応急仮設住宅への入居希望調

査 
□ 地震被害者支援内容(速報) 

第 2 号 平成 19 年 4 月 12 日 応急仮設住宅の正式な入
居申し込みが始まります 

□ 申し込み方法 
□ 申込書様式 

第 3号 平成 19 年 4 月 16 日 被災者生活再建支援窓口
を開設します 

□ 窓口で取り扱う支援制度 
□ 支援制度の適用早見表 
□ 支援窓口について 
□ 被災者生活再建支援窓口で取

り扱う支援制度一覧 

第 4号 平成 19 年 5 月 1日 能登半島地震義援金の配
分について 

□ 配分についての解説 
□ 配分申請書様式 

第 5号 平成 19 年 5 月 18 日 市税等の減免について □ 固定資産税・都市計画税 
□ 個人市民税 
□ 国民健康保険税 
□ 介護保険料 等 
□ 住宅の応急修理制度 

特別号 平成 19 年 6 月 7日 被災者支援に関する支援
制度等のお知らせ 

□ 経済･生活面の支援 
□ 住まいの確保・再建のための支

援 
□ 中小企業･自営業への支援 

特別号 平成 19 年 11 月 1 日 能登半島地震復興基金メ
ニューのご案内 

□ 被災者の住宅再建支援に関す
るもの 

□ 地域コミュニティの機能回復
に関するもの 

□ 農林漁業者の支援に関するも
の 等 

特別号 平成 20 年 2 月１日 能登半島地震被災者支援
制度等のお知らせ 

□ 国の被災者生活再建支援制度
について(制度改正の概要等) 

□ 市と県の被災者生活再建支援
制度について 

□ 支援金の交付・申請手続きにつ
いて 

□ 支援金の申請期日について 
□ 支援金一覧表 等 

 

(出典)輪島市提供資料


